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主 要 判 決 紹 介 ・ 解 説
≪知的財産高等裁判所≫
損害賠償請求控訴事件
（携帯電話事件）［上］（全２回）

−令和６年（ネ）第10041号、令和７年５月８日判決言渡−

１．事案の概要

本件は、特許第4789092号の特許権者である控訴人モビリティ及び本件特許権の専用実施権者である
控訴人モビリティ・エックスが、被控訴人による被告各製品の製造及び譲渡が本件特許権及び本件特
許権の専用実施権の侵害に当たる旨主張して、損害賠償を求めた事案である（下記の第１事件および
第２事件）。
●第１事件
（１）被控訴人は、控訴人モビリティに対し、500万円及びこれに対する令和３年８月５日から支払
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